令和 　　年 　　月 　　日

内閣府沖縄総合事務局長　 殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名：
　　　　　　　　　　 　　　　　　　     代表者：                     印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：
一般乗用旅客自動車運送事業の運輸開始届
　令和　　 年 　　月 　　日付け府運陸交第 　　　号をもって許可になった一般乗用旅客自動車運送事業については、下記のとおり事業を開始しましたので、道路運送法施行規則第６６条第１項の規定により、関係書類を添え届出します。

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
２．届出事項

　一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可による運輸開始
３．運輸開始年月日

　令和 　　年 　　月 　　日
添付書類（提出前に✔チェックして下さい）
□　自動車検査証（車検証）の写し

□　任意保険証の写し（対人・対物の保険内容が確認できるもの）
□　営業所（運賃料金表、運送約款の公示状況、建物全景、事務室）の写真
□　休憩仮眠施設、車庫の写真

□　事業用車両の写真（外側両側面（車体表示）、外側前後面（ナンバー）、

　内部（事業者の氏名又は名称及び自動車の自動車登録番号、禁煙の表示、運賃料金表、（時間制のみの場合は不要）、メーター（時間制のみの場合は不要）、乗務員証（ハイヤーは不要）等）が確認出来るもの）
□　運行管理者、整備管理者選任届出の写し
□　（健康保険・厚生年金保険）新規適用届など社会保険等に加入した員数が

　分かるもの（社会保険事務所の受理印があるもの）の写し
□　雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など雇用保険に加入した員数が分かるものの写し
□　労働保険／保険関係成立届など労働保険等に加入した員数が分かるもの

　（労働基準監督署等の受理印があるもの）の写し
□　就業規則（労働基準監督署の受理印があるもの）の写し　　
□　指導主任者選任届

□　登録免許税納付通知書（原本）

下記添付書類を添付しない理由（該当にチェックをするか、記載すること）

・運行管理者、整備管理者選任届出の写し

　　□規定により届出の必要がない　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

・（健康保険・厚生年金保険）新規適用届など
　　□規定により届出の必要がない　　その他（　　　　　　　　　　　　　）
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など
　　□規定により届出の必要がない　　その他（　　　　　　　　　　　　　）
・労働保険／保険関係成立届など
　　□規定により届出の必要がない　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

・就業規則　　　　　　　　　　　　

　　□許可申請書等に添付しその後変更がない

　　□規定により届出の必要がない　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

（注意点）

※運行を開始する前に、運賃の認可・届出（業務係）を行ってください。
※写真は運輸開始日以後に撮影して下さい。
※営業所の写真は、運輸規則第４条による公示の有無が確認できるもの
※車体表示及び社名表示は見やすいように表示してください。
　（タクシー車両は『タクシー車両の表示等に関する取扱い』の公示を参考に
　すること。マグネット等は不可。但し、福祉輸送事業限定においては『公示
　第９号』の取扱いに準じた表示も可能）
※成立届紛失の場合は受理印のある労働保険料申告書の写しで可

※写真等は適宜両面印刷・まとめて印刷等活用ください。
